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衆
議
院
議
員
山
内
康
一
君
提
出
県
民
経
済
計
算
及
び
市
民
経
済
計
算
の
推
計
方
法
の
変
更
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答

弁
書

一
に
つ
い
て

県
民
経
済
計
算
（
市
民
経
済
計
算
を
含
む
。
）
は
、
内
閣
府
経
済
社
会
総
合
研
究
所
が
作
成
し
て
い
る
「
県
民
経
済
計
算

標
準
方
式
」
及
び
「
県
民
経
済
計
算
推
計
方
法
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
の
っ
と
っ
て
各
都
道
府
県
及
び
一
部
の
政
令
指
定
都
市

（
以
下
「
各
都
道
府
県
等
」
と
い
う
。
）
が
自
主
的
に
推
計
し
公
表
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
政
府
と
し
て
、
お

尋
ね
の
「
県
（
市
）
内
総
生
産
に
つ
い
て
推
計
方
法
を
変
更
し
た
影
響
（
増
減
額
及
び
増
減
率
）
」
、
「
そ
の
影
響
」
の
主

な
「
要
因
」
及
び
「
そ
の
要
因
ご
と
の
影
響
（
増
減
額
及
び
増
減
率
）
」
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ

の
上
で
、
内
閣
府
と
し
て
は
、
「
県
民
経
済
計
算
標
準
方
式
（
平
成
二
十
三
年
基
準
版
）
」
に
つ
い
て
は
平
成
三
十
年
三
月

に
、
「
県
民
経
済
計
算
推
計
方
法
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
平
成
二
十
三
年
基
準
版
）
」
に
つ
い
て
は
平
成
三
十
一
年
一
月
に
、
そ

れ
ぞ
れ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
す
る
と
と
も
に
、
各
都
道
府
県
等
の
担
当
者
を
集
め
た
会
議
等
を
通
じ
、
推
計
方
法
に
係
る

助
言
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

一



御
指
摘
の
「
新
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
で
あ
る
平
成
三
十
一
年
一
月
公
表
の
「
県
民
経
済
計
算
推
計
方
法
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
平

成
二
十
三
年
基
準
版
）
」
の
記
載
は
、
平
成
二
十
七
年
十
二
月
に
経
済
産
業
省
か
ら
公
表
さ
れ
た
「
平
成
二
十
六
年
商
業
統

計
表
」
に
お
い
て
、
利
用
上
の
注
意
と
し
て
「
平
成
二
十
六
年
調
査
は
、
日
本
標
準
産
業
分
類
の
第
十
二
回
改
定
及
び
調
査

設
計
の
大
幅
変
更
を
行
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
前
回
実
施
の
平
成
十
九
年
調
査
の
数
値
と
は
接
続
し
な
い
」
と
さ
れ
た
こ
と
等

を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
他
方
で
、
御
指
摘
の
「
旧
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
相
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
平
成
二
十
七
年
三

月
に
内
閣
府
か
ら
各
都
道
府
県
等
に
示
さ
れ
た
「
県
民
経
済
計
算
推
計
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
平
成
十
七
年
基
準
版
）
」
に
お
い
て

は
、
そ
の
時
点
で
は
「
平
成
二
十
六
年
商
業
統
計
表
」
は
公
表
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
県
内
総
生
産
等
に
お
け
る

卸
売
・
小
売
業
の
産
出
額
の
推
計
に
用
い
る
商
業
統
計
は
明
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
国
民
経
済
計

算
は
お
お
む
ね
五
年
ご
と
に
基
準
改
定
が
行
わ
れ
る
た
め
、
「
県
民
経
済
計
算
標
準
方
式
」
及
び
「
県
民
経
済
計
算
推
計
方

法
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
つ
い
て
も
そ
れ
に
合
わ
せ
た
改
定
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
、
お
尋
ね
の
「
推
計
方
法
」
の
見
直
し

に
つ
い
て
も
、
必
要
に
応
じ
、
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

三
に
つ
い
て

内
閣
府
と
し
て
、
県
内
総
生
産
等
に
お
け
る
卸
売
・
小
売
業
の
産
出
額
の
推
計
に
用
い
ら
れ
た
商
業
統
計
や
そ
の
統
計
が

二



用
い
ら
れ
た
理
由
と
い
っ
た
詳
細
ま
で
調
査
は
し
て
お
ら
ず
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

二
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
御
指
摘
の
よ
う
に
「
新
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
平
成
十
九
年
商
業
統
計
を
用
い

て
県
（
市
）
民
経
済
計
算
を
推
計
す
る
」
こ
と
と
し
た
の
は
、
「
平
成
二
十
六
年
商
業
統
計
表
」
に
お
い
て
、
利
用
上
の
注

意
と
し
て
「
平
成
二
十
六
年
調
査
は
、
日
本
標
準
産
業
分
類
の
第
十
二
回
改
定
及
び
調
査
設
計
の
大
幅
変
更
を
行
っ
た
こ
と

に
伴
い
、
前
回
実
施
の
平
成
十
九
年
調
査
の
数
値
と
は
接
続
し
な
い
」
と
さ
れ
た
こ
と
等
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
「
ア
ベ

ノ
ミ
ク
ス
に
よ
る
経
済
成
長
と
好
循
環
が
地
方
の
隅
々
ま
で
行
き
渡
っ
て
い
る
よ
う
に
見
せ
か
け
よ
う
と
し
て
い
る
」
と
の

御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
。

三


